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7. 事業の進め方

7.1効果的な整備・運営

本基本構想に基づく施設等は、賑わいと交流による新たな価値の創造を目指して、高低差

のある２つの敷地の中に、広場、情報発信機能、交流支援機能など、多様な分野・主体と関

係し、また相互に連携が必要なハードとソフトを複合的に整備し運営を行うこととなる。

そのため、単体の施設の整備や運営以上に、民間のノウハウの活用等に留意し、PFI手法
の導入等の検討はもとより、統一的なデザイン等により施設全体における設計・工事・運営

までを一連でマネジメント（監修）する手法のほか、行政がコンセプトや施策の方向性等を

主導しつつ、一貫したコンセプトの下に、関係者間をつないでプロジェクト等を具体化させ

ていく運営体制などについて検討する必要がある。

これらを踏まえ、先進的な全国の施設整備・運営事例等も参考に、今後、民間事業者等へ

のヒアリング等を実施しながら、実現可能な事業スキームや、効果的な整備・運営手法等に

ついて精査していく。

7.1.1 PPP/PFI手法の検討

長崎県 PPP/PFI手法導入優先的検討規程に基づき、業務委託を実施して、県庁舎跡地およ
び県警本部跡地における PPP/PFI手法の導入可能性について検討を行った。

PFI 方式においては、従来型手法の PSC（公共主体実施）と比較して費用対効果（VFM）
があるかが問われる。具体の試算においては、SPC（特別目的会社）に係る法人税等の税金
やアドバイザリー費用、事業者が資金調達する際の金利などが増加する分を超える費用削

減が期待できるかがポイントとなる。

なお、今回の検討においては、施設整備に際し、国庫補助金や交付税措置のある地方債の

発行を想定している。このような国庫補助金や交付税措置が得られる場合、PSCの方が財源
面で有利に働き、また、地方債の金利が市場金利よりも低いため、VFM が出にくいと考え
られる。

これらを踏まえつつ、業務委託により実施した試算や民間へのサウンディング調査等に

基づく、県庁舎跡地と県警本部跡地のそれぞれにおける PFI 導入の可能性の検討状況は以
下のとおり。

(1)想定される事業手法

（県庁舎跡地）

広場や情報発信・交流支援機能では、事業収入は大きくなく、また収益も大きくならない

ため、PFI方式の導入は困難と考えられる。整備については PSCにより行い、維持管理・運
営については指定管理者制度の導入による民間ノウハウの活用等について検討する。

（県警本部跡地）

交流支援機能を配置するほかに、それよりも大きい民間オフィスなどの収益施設の整備

を想定することから、整備費用や維持管理・運営コストの精査などを行いながら、PFI方式
に限らず、民間のノウハウを活用した実現可能な事業スキームを検討する。



37

具体的には、業務委託による検討を踏まえると、事業用定期借地権を設定し、SPCの設立
費用やアドバイザリー費用等の負担が生じない民設民営による事業実施のほか、PFI（BTO）
により補助金を活用しながら施設整備を行い、交流支援機能はサービス購入型、オフィスは

独立採算型とする等、機能に応じてスキームを個別に設定すること等が想定される。

このような状況にあることから、引き続き、民間事業者等へのヒアリング等を実施しなが

ら、実現可能な事業スキーム等を検討していく。

検討にあたっては、例えば、県警本部跡地を含めて整備すること等により、事業の収益性

や施設の利活用を高めることができないかなど、民間事業者が参入しやすいような事業ス

キームについて留意する。

7.1.2運営体制の検討

県庁舎跡地および県警本部跡地において、多様な分野・主体との連携が必要な複合的な機

能を計画していることから、効果的な運営のあり方について特に留意する必要がある。

次に掲げる、プロデューサーなどの核となる人材や、関係者間等を繋ぐコーディネーター

等の配置など、民間のノウハウを活用した、効果的な運営手法や体制の導入について、先進

事例を参考にしながら検討する。

(1)民間ノウハウを活用した運営体制の検討

効果的な運営体制として、行政がコンセプトや施策の方向性等を主導しつつ、一貫したコ

ンセプトの下に、民間事業者のノウハウを活用して、施設全体の機能や整備スケジュール等

を監修し、配下の管理・運営スタッフや、ステークホルダー（関係者）等をマネジメントし

ていく総合プロデューサーのような、核となる人材の配置について検討する。

また、関係団体等とのネットワークを構築しながら、各機能を繋いで相互に連携した企画

を考えたり情報共有を図ったりする役割を担う人材（コーディネーター）や、施設利用者や

県民市民との間を繋ぐ人材（コミュニケーター）、施設利用者の要望等の相談を受け付ける

人材（メンター）等の配置について検討する。

(2)運営体制のイメージ

上記を踏まえた、民間のノウハウを活用した、効果的な運営体制のイメージは次のとおり。
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図 7-1 運営体制のイメージ例

（参考事例）
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7.2整備事業費等

7.2.1整備事業費（概算）

(1)県庁舎跡地における施設等の整備事業費

類似事例の状況をもとに、参考値として、県庁舎跡地における広場、情報発信・交流支援

機能及び待合所について、施設等の整備に要する費用を試算した結果は以下のとおり。

なお、整備事業費については、民間事業者等へのヒアリング等を実施しながら、整備内容

の具体化作業に併せて今後精査する。

○他自治体の類似事例をもとに試算した整備費用の概算（参考値）

類似事例をもとにした、広場、情報発信・交流支援（県警除く）、待合所等にかかる整備

費用の概算：約 20～30億円程度
※県警本部跡地については、民間開発を想定しているため概算から除いている。

また、旧第三別館の改修、出土した石垣の修復、階段等の整備、残存する基礎や杭等の

撤去、隣接地を取得する場合の費用などは含まれていない。

(2)財源

財源については、本県の厳しい財政状況を踏まえ、以下に例示するような国の補助金等を

可能な限り活用するよう努める。

1)社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業）

国から認定を受けた市の中心市街地活性化基本計画の区域内において、中心市街地に不

足している都市機能を導入する取組に対して支援を行うことにより、都市機能の集積を図

り中心市街地の活性化を図るための事業に対する交付金（補助率 1/3）

2)地方創生拠点整備交付金

地域経済の活性化という喫緊の課題に対応するため、地域の観光振興や住民所得の向上

等の基盤となる先導的な施設整備等を支援するための交付金（補助率 1/2）

3)交付税措置のある有利な地方債

地域活性化事業債（充当率 90% 交付税措置率 30%）、緊急防災・減災事業債（充当率 100%
交付税措置率 70%）など
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8. 今後の進め方

現時点で想定する今後の進め方（スケジュール等）は以下のとおり。これをもとに、整備

内容の具体化に応じて、より詳細な整備スケジュール等を今後整理していく。

 石垣上や第一別館跡地等のオープンスペースを暫定供用し、利用状況等を検証のうえ、

その後の設計・整備を検討

図 8-1 今後の進め方（想定）

令
和

3年
度

石 垣 上

・
情
報
発
信
（
魅
力
等
）

・
第
一
別
館
跡
地

・
第
二
別
館
跡
地

県
警
本
部
跡
地

（
交
流
支
援
）

4～
5年
度

6
年
度
以
降

全
体
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

県 庁 舎 跡 地

・
広
場

・
情
報
発
信
（
歴
史
等
）

・
交
流
支
援

石 垣 下

・
石
垣

・
旧
第
三
別
館

整
地
な
ど

基
本
構
想

設
計
・
整
備

（
民
間
開
発
に
よ
る
設
計
･整
備
を
想
定
）

整
地
な
ど

見
え
る
化
検
討
・
設
計
・
整
備
（
石
垣
改
修
）

一
部
活
用

設
計
・
整
備

利
用
状
況

等
を
検
証

方
向
性
の
整
理
・
設
計
・
整
備
※
利
活
用
す
る
場
合

整
地
な
ど

一
部
活
用

設
計
・
整
備

（
階
段
・
バ
ス
ベ
イ
等
）

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
利
用
状
況
等
を
検
証
の
う
え
、
設
計
・
整
備
を
実
施

利
用
状
況

等
を
検
証

利
用
状
況

等
を
検
証



41

(1)暫定供用の考え方

オープンスペースを暫定供用するにあたり必要な石垣上や石垣下（旧第一別館跡付近な

ど）の土地の整地や仮設の階段等の設置など、基礎的な工事を先行して進める。さらに、利

用状況等を踏まえて、暫定供用期間において利便性向上等の面から必要な整備等を追加し

て実施する。

(2)持続的な運営に向けた仕組みづくり（一部再掲）

オープンスペースの暫定供用時のソフト面を中心とした賑わい創出のアイデアや、必要

な機能等について検討し、その後の持続的な運営につなげるため、地元自治会や商店会、経

済団体、地域で活動されている方々、企業、大学など、実際に利用していただく方々（プレ

ーヤー）と行政等が連携して、効果的な運営の仕組みづくりについて検討を深める。

また、県民や企業、地域の団体等が賑わいづくりに主体的に関わることができるよう、シ

ンポジウムの開催やテーマ性を持った利活用の実施など、運営の在り方等に留意する。

図 8-2 運営の仕組みのイメージ例
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（参考事例）
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9. 持続的な賑わいの創出

9.1これまでの取組（先行的な賑わいづくり）

既に更地となっている第二別館跡地、旧第三別館を含む敷地等を活用し、地域で活動され

ている方々等と連携しながら、先行的な賑わいづくりを推進してきている。

具体的には、先行的な賑わいづくりの一環として、プレーヤーが主体となった、仮設店舗

などによる飲食機能の提供やイベントの開催などに試行的に供用し、このようなイベント

等の試行を通じて、賑わいの創出に向けた課題の掘り起こしや、どのような事業内容や機能

が賑わいの創出に寄与するのかについて検証（実証実験）を行ってきている。

こうした賑わいづくりに先行して取り組むことにより、効果的な賑わい創出の進め方や、

必要となる機能の検証とともに、賑わいづくりに主体的に関わる人材・グループとの関係づ

くりや発掘・育成に努めている。

また、隣接する江戸町公園は長崎市が管轄する都市公園であることから、上記敷地等と連

携した一体的活用を図るため、利便性の向上に向けた運用面の工夫など、長崎市と連携を図

りながら進めてきている。

9.2サポーターズミーティング

令和2年10月に、若者や女性など地域活動等に積極的に取り組まれている方々を中心に、
県庁舎跡地の利活用について意見交換を行うサポーターズミーティングを設置。当ミーテ

ィングのメンバーと継続的な関係を保ちながら、先行的な賑わいの創出の進め方をはじめ、

情報発信や地域との連携方法、今後の暫定供用における検証の在り方等について、幅広いご

意見やご助言等をいただいている。

9.3先行的な賑わいづくりにおける留意点等

石垣下の敷地等を活用した先行的な賑わいづくりにあたっては、地元関係者やサポータ

ーズミーティングのメンバーなどとの連携が重要であり、こうした連携の中で、イベントや

催しのアイデアのブラッシュアップのほか、プレーヤー間のネットワーク構築等を図って

きている。併せて、まちづくりや広場の賑わいづくりの分野で全国的に活躍している専門家

等からの意見を聴取等により、全国の成功例から培われたノウハウの蓄積にも努めている。

また、活動自体はボランタリーなものが多く、プレーヤー自体もキーパーソンが入れ替わ

りながら、自らやりたい、やってみたいことを伸ばすことにより継続が図られるものである

ことから、活動したい人の多様な動機を狭めたり、無理強いすることなく、取組の活性化に

つなげることを主眼に置いている。最初から回数や詳細な期限等は設定せず、まずは小規模

なイベントなどを実施したい人がいれば、その実施を助けるなど、様々な活動を継続的に支

援・実施していくことにより、少しずつ県庁舎跡地を中心とするエリアの魅力に興味を持つ

方々を増やしていくとの方向で進めてきたところである。
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9.4持続的な賑わいの創出に向けて（一部再掲）

今後、整地されたオープンスペースを徐々に暫定供用し、ソフト面を中心とした賑わい

を先行して創出する。また、持続的な運営を図っていくために、地元自治会や商店会、経済

団体、地域で活動されている方々、企業、大学など、実際に利用していただく方々（プレー

ヤー）と行政等が連携して、効果的な運営の仕組みづくりについて検討を深める。

前述した、先行的な賑わいづくりにおける活動の多様化と継続を重視した取組による、活

動事例の蓄積や体制の構築、その分析・検証内容等を踏まえ、県庁舎跡地およびその周辺に

おける持続的な賑わいの創出につなげていく。



※参考

・専門家等からの意見概要について

基本構想のとりまとめに際し、歴史の専門家や地域の活動者などから、歴史情報等の効果

的な情報発信や歴史を活かした賑わい創出等について、様々な意見や助言をいただいてお

り、それらの意見の概要等について、県のホームページに掲載しています。

・県ホームページ掲載先

https://www.pref.nagasaki.jp/section/atochi/index.html
※長崎県県庁舎跡地活用室のページにリンクします


